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○C  

「万引き」は、お金を払わずに、お店から品物を 

持って出ることです。つまりドロボウ（窃盗）です。 

窃盗
せっとう

＝１０年以下の懲役
ちょうえき

又は 50万円以下の罰金 

（刑法第 235条） 
★ 許しません！「万引き」。ルールを守ろう。 

 社会には、ルールがあります。自分のものと他人のものの

けじめをつけることが必要です。 

ひとのものをとったり、ウソをついたりしていると、誰か

らも信用されなくなります。 

 「ちょっとだけ」「だれも見てない」「友だちもしているか

ら」は、何の言い訳にもなりません。 

★ 「自分はしてない」といっても罪になります。 

 人に万引きをさせる、万引きをするように誘う、見張りを

していただけ、盗んだものだと知っていて、もらったり売っ

てもらったりする・・・ 

 これらは、どれも犯罪です。また、見つかったら買取れば

いい」は、大間違いです！犯した罪をなかったことにするこ

とはできません。 

万引きをして得する人は・・・ 

 お店の人の怒り、お店への損害、見つかってはじめて罪の

重さに気づくあなた。警察署で厳しく取り調べられ・・・迎

えに来た保護者の悲しむ顔。万引きをして得する人はだれも

いません。 

 あなた自身が信用を失い、あなたを大切に思っている人を

悲しませることになります。 
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その電話、本物の職員からですか？ 

警察相談専用電話 

 

 

令和 5年 10月 11日から 10月 20日の全国地域安

全運動期間中、「子供と女性の犯罪被害防止」「特殊詐

欺の被害防止」「侵入窃盗の被害防止」「自転車盗の被

害防止」の 4項目を重点に広報啓発活動が行われ今治

地区防犯協会と今治警察署も特殊詐欺防止を呼びか

けました。 
 

 
 
 

＃9110 

または、今治警察署

0898-34-0110 

不審な電話やメールなどがあれば相手に連絡

する前に警察や家族に相談しましょう。 

 

令和 5年１１月２５日から１２月１日は 

ご存じですか？被害者支援センターえひめのことを 




